
表
国
営
明
石
海
峡
公
園
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
園
名

設
け
る
者

占
用
物
件

国
営
明
石
海

峡
公
園

兵
庫
県

橋

淡
路
・
東
浦
広

域
下
水
道
組
合

下
水
道
管

西
日
本
電
信
電

話
株
式
会
社

公
衆
電
話
所
及

び
電
話
ケ
ー
ブ

ル

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
四
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

平成˜›年›月˜œ日 月曜日 第šš›˜号官 報
別
表

一

次
に
掲
げ
る
成
分
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
単

味
剤
の
う
ち
、
内
用
固
形
製
剤
の
も
の

１

塩
酸
ク
ロ
ペ
ラ
ス
チ
ン

２

塩
酸
ホ
ミ
ノ
ベ
ン

３

臭
化
水
素
酸
デ
キ
ス
ト
ロ
メ
ト
ル
フ
ァ
ン
（
錠
剤

を
除
く
。）

４

ノ
ス
カ
ピ
ン
（
末
剤
を
除
く
。）

５

フ
ェ
ン
ジ
ゾ
酸
ク
ロ
ペ
ラ
ス
チ
ン

６

リ
ン
酸
ベ
ン
プ
ロ
ペ
リ
ン

７

ヒ
ベ
ン
ズ
酸
チ
ペ
ピ
ジ
ン
（
錠
剤
を
除
く
。）

８

セ
ラ
ペ
プ
タ
ー
ゼ

９

臭
化
プ
ロ
パ
ン
テ
リ
ン

10

酢
酸
コ
ル
チ
ゾ
ン

11

ト
リ
ア
ム
シ
ノ
ロ
ン

12

オ
キ
サ
プ
ロ
ジ
ン

二

次
に
掲
げ
る
成
分
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
配

合
剤
の
う
ち
、
内
用
固
形
製
剤
の
も
の

１

ジ
プ
ロ
フ
ィ
リ
ン
・
ノ
ス
カ
ピ
ン
・
塩
酸
エ
フ
ェ

ド
リ
ン
・
塩
酸
ジ
フ
ェ
ン
ヒ
ド
ラ
ミ
ン
・
塩
酸
パ
パ

ベ
リ
ン

２

プ
ロ
キ
シ
フ
ィ
リ
ン
・
塩
酸
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
・

フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル

３

臭
化
メ
ペ
ン
ゾ
ラ
ー
ト
・
フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
号

タ
オ
ル
に
係
る
繊
維
製
品
等
の
輸
入
の
数
量
の
増
加
に

際
し
て
の
緊
急
の
措
置
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
調
査
を

行
う
こ
と
と
し
た
件
（
平
成
十
三
年
四
月
十
六
日
経
済
産

業
省
告
示
第
三
百
五
号
）
で
告
示
し
た
タ
オ
ル
に
係
る
繊

維
製
品
等
の
輸
入
の
数
量
の
増
加
に
際
し
て
の
緊
急
の
措

置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
十
二
月
五
日
通
商
産
業
省

告
示
第
六
百
六
十
七
号
）
第
七
条
の
調
査
に
つ
い
て
、
同

規
程
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
調
査
の
期

間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
規
程
第
九
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

一

延
長
さ
れ
る
調
査
の
期
間

六
月
間

二

延
長
の
理
由

調
査
対
象
品
目
で
あ
る
タ
オ
ル
の
最
近
の
輸
入
動
向

等
を
勘
案
し
て
、
タ
オ
ル
に
係
る
繊
維
製
品
等
の
輸
入

の
数
量
の
増
加
に
際
し
て
の
緊
急
の
措
置
に
つ
い
て
、

引
き
続
き
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
一
号

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通

商
産
業
省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
に
つ
い
て
の
許
可
を
受
け
る
べ
き
貨

物
の
原
産
地
ま
た
は
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
を
行
な
う
等
の
件
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

第
一
号
の
表
の第

１

の2921・
45

の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
、2921・

49

の
項
中
「、

フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ

パ
ン

」
を
削
る
。

2921・
46

フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
及
び
そ
の
塩
類

〇

第
一
号
の
表
の第

１

の2922・
39

の
項
中
「、

２
`
（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
`
１
`
フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
`
１
`
オ
ン

（
別
名
メ
ト
カ
チ
ノ
ン

）」を
削
り
、「こ

れ
ら
の
塩
類

」
を
「そ

の
塩
類

」
に
改
め
る
。

第
一
号
の
表
の第
１

の2933・
49

の
項
中「（

別
名
ド
ロ
テ
バ
ノ
ー
ル

）」の
下
に
「、

３
`
ヒ
ド
ロ
キ
シ
モ
ル
ヒ
ナ
ン

（
右
旋
性
の
も
の
を
除
く
。）、
３
`
メ
ト
キ
シ
`
Ｎ
`
メ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ナ
ン
（
右
旋
性
の
も
の
を
除
く
。

）」
を
加
え
、

2933・
99

の
項
中
「、

３
`
ヒ
ド
ロ
キ
シ
モ
ル
ヒ
ナ
ン
（
右
旋
性
の
も
の
を
除
く
。）、
３
`
メ
ト
キ
シ
`
Ｎ
`
メ
チ
ル

モ
ル
ヒ
ナ
ン
（
右
旋
性
の
も
の
を
除
く
。

）」
を
削
る
。

第
一
号
の
表
の第

１

の2939・
19

の
項
のワ

の
号
中
「７

・
８
`
ジ
ヒ
ド
ロ
`
７
`
α
`
〔
１
`
（
Ｒ
）
`
ヒ
ド
ロ

キ
シ
１
`
１
メ
チ
ル
ブ
チ
ル
〕
`
６
・
14
`
エ
ン
ド
`
エ
タ
ノ
テ
ト
ラ
ビ
ド
ロ
オ
リ
パ
ビ
ン
（
別
名
ジ
ヒ
ド
ロ
エ
ト
リ

フ
ィ
ン

）」を
「７

・
８
`
ジ
ヒ
ド
ロ
`
７
`
α
`
〔
１
`
（
Ｒ
）
`
ヒ
ド
ロ
キ
シ
１
`
メ
チ
ル
ブ
チ
ル
〕
`
６
・
14
`

エ
ン
ド
`
エ
タ
ノ
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
オ
リ
パ
ビ
ン
（
別
名
ジ
ヒ
ド
ロ
エ
ト
ル
フ
ィ
ン

）」に
改
め
る
。

第
一
号
の
表
の第

１

の2939・
63

の
項
中
「2939・

63

」
を
「2939・

69

」
に
改
め
る
。

第
一
号
の
表
の第

１

の2939・
91

の
項
中
「エ

ク
ゴ
ニ
ン
の
エ
ス
テ
ル

」
の
下
に
「、

フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
プ

ロ
パ
ン

」
を
加
え
、2939・
99

の
項
中
「フ

ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン

」
を
削
る
。

第
三
号
の
１
か
ら
32
ま
で
以
外
の
部
分
中
「
Ĝ
」
を
「
F̂
」
に
、
同
号
の
７
の
\
か
ら
Ĝ
ま
で
以
外
の
部
分
中「
Ĝ
」

を
「
F̂
」
に
改
め
る
。

第
三
号
の
７
の
Ĝ
を
削
る
。

第
三
号
の
29
の
\
中
「
ブ
ル
ン
デ
ィ
」
の
下
に
「
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
」
を
、「
カ
ナ
ダ
」
の
下
に
「
、
カ
ー
ボ
・
ヴ
ェ

ル
デ
」
を
、「
ナ
ミ
ビ
ア
」
の
下
に
「
、
ナ
ウ
ル
」
を
、「
パ
キ
ス
タ
ン
」
の
下
に
「
、
パ
ラ
オ
」
を
、「
ロ
シ
ア
」
の
下
に

「
、
ル
ワ
ン
ダ
」
を
、「
セ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
」
の
下
に
「
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
」
を
、「
セ
イ
シ
ェ
ル
」
の

下
に
「
、
シ
エ
ラ
・
レ
オ
ー
ネ
」
を
、「
ソ
ロ
モ
ン
」
の
下
に
「
、
ソ
マ
リ
ア
」
を
加
え
る
。

第
三
号
の
29
の
]
中
「
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
」
の
下
に
「
、
ブ
ル
ン
デ
ィ
」
を
、「
カ
ナ
ダ
」
の
下
に
「
、
カ
ー
ボ
・

ヴ
ェ
ル
デ
、
チ
ャ
ー
ド
」
を
、「
ド
ミ
ニ
カ
」
の
下
に
「
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
」
を
、「
グ
レ
ナ
ダ
」
の
下
に
「
、
グ
ァ
テ

マ
ラ
」
を
、「
香
港
」
の
下
に
「
、
ホ
ン
デ
ュ
ラ
ス
」
を
、「
ジ
ョ
ル
ダ
ン
」
の
下
に
「
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
」
を
、「
リ
ベ
リ

ア
」
の
下
に
「
、
リ
ビ
ア
」
を
、「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
」
の
下
に
「
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
」
を
、「
メ
キ
シ
コ
」
の
下
に

「
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
モ
ル
ド
ヴ
ァ
」
を
、「
ニ
ジ
ェ
ー
ル
」
の
下
に
「
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
」
を
、「
パ
キ
ス
タ
ン
」
の
下

に
「
、
パ
ラ
オ
」
を
、「
セ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
」
の
下
に
「
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、サ
モ
ア
」を
、「
セ
イ
シ
ェ

ル
」
の
下
に
「
、
シ
エ
ラ
・
レ
オ
ー
ネ
」
を
、「
ソ
ロ
モ
ン
」
の
下
に
「
、
ソ
マ
リ
ア
」
を
、「
ス
リ
・
ラ
ン
カ
」
の
下
に

「
、
ス
ー
ダ
ン
」
を
、「
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
」
の
下
に
「
、
イ
エ
メ
ン
」
を
加
え
る
。

第
三
号
の
29
の
^
中
「
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
」
の
下
に
「
、
ブ
ル
ン
デ
ィ
」
を
、「
カ
ナ
ダ
」
の
下
に
「
、
カ
ー
ボ
・

ヴ
ェ
ル
デ
、
チ
ャ
ー
ド
」
を
、「
ジ
ブ
テ
ィ
」
の
下
に
「
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
」
を
、「
ド
イ
ツ
」
の
下
に
「
、
ガ
ー
ナ
」

を
、「
グ
レ
ナ
ダ
」
の
下
に
「
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
」
を
、「
ハ
イ
テ
ィ
」
の
下
に
「
、
ホ
ン
デ
ュ
ラ
ス
」
を
、「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

グ
」
の
下
に
「
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
」
を
、「
マ
レ
イ
シ
ア
」
の
下
に
「
、
モ
ル
デ
ィ
ヴ
」
を
、「
メ
キ
シ
コ
」
の
下
に

「
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
モ
ル
ド
ヴ
ァ
」
を
、「
ニ
ジ
ェ
ー
ル
」
の
下
に
「
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
」
を
、「
パ
キ
ス
タ
ン
」
の
下

に
「
、
パ
ラ
オ
」
を
、「
パ
ナ
マ
」
の
下
に
「
、
パ
ラ
グ
ア
イ
」
を
、「
ペ
ル
ー
」
の
下
に
「
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
」
を
、「
カ
タ

ル
」
の
下
に
「
、
コ
ン
ゴ
共
和
国
」
を
、「
セ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
」
の
下
に
「
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
サ
モ

ア
」
を
、「
セ
イ
シ
ェ
ル
」
の
下
に
「
、
シ
エ
ラ
・
レ
オ
ー
ネ
」
を
、「
ソ
ロ
モ
ン
」
の
下
に「
、
ソ
マ
リ
ア
」を
、「
ス
リ
・

ラ
ン
カ
」
の
下
に
「
、
ス
ー
ダ
ン
」
を
、「
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
」
の
下
に
「
、
イ
エ
メ
ン
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
７
の
Ĝ
に
係
る
部
分
は
、
平
成
十
四
年
五
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

〇
特
許
庁
告
示
第
一
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
九
月

二
十
一
日
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
特
許
庁
以
外
の
国
際
調

査
機
関
に
対
す
る
手
数
料
の
納
付
の
た
め
の
口
座
及
び
調

査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
の
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
四
年
五
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日特

許
庁
長
官

及
川

耕
造

第
二
号
中
「
十
万
二
千
円
」
を
「
十
一
万
円
」
に
改
め

る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
二
十
二
号

都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九

十
号
）
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭

和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
二
十
七
号
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

一

医
薬
品
の
範
囲

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）

第
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
医
療
用
医

薬
品
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の

二

再
評
価
を
受
け
る
べ
き
者
が
提
出
す
べ
き
資
料

再
評
価
に
係
る
医
薬
品
の
有
効
成
分
の
種
類
、
投
与

経
路
、
剤
型
等
に
応
じ
、
薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第

一
号
ロ
に
掲
げ
る
資
料
。
た
だ
し
、
当
該
再
評
価
に
係

る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
そ
の
他
資
料
の
提
出
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
資
料
を
提
出
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

三

提
出
期
限

平
成
十
四
年
七
月
十
六
日

›


